
1

○
総
務
省
令
第

号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
六
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
十
七
条
第
二
項

及
び
第
三
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

地
方
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月

日

総
務
大
臣

金
子

恭
之

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
地
方
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
に
関
す
る
省
令

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
地
方
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
算
定
に
用
い
る
資
料
の
提
出
）

第
一
条

道
府
県
知
事
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
っ
て
、
当
該
道
府
県
の
地
方
税
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附

則
第
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
特
例
に
よ
る
減
収
額
に
相
当
す
る
額
に
関
す
る
資
料
そ
の
他

総
務
大
臣
の
定
め
る
資
料
を
作
成
し
、
こ
れ
を
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

市
町
村
長
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
っ
て
、
当
該
市
町
村
の
法
附
則
第
六
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
固
定
資
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産
税
の
課
税
標
準
特
例
に
よ
る
減
収
額
に
相
当
す
る
額
及
び
法
附
則
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
税
の
課
税

標
準
特
例
に
よ
る
減
収
額
に
相
当
す
る
額
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
総
務
大
臣
の
定
め
る
資
料
を
作
成
し
、
こ
れ
を
総
務
大
臣

の
指
定
す
る
日
ま
で
に
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
端
数
計
算
）

第
二
条

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
地
方
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
額
を
算
定
す
る
場
合
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
地
方
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
を
交
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
特
別
な
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
そ

の
算
定
の
過
程
及
び
算
定
し
た
額
に
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
各
地
方
公
共
団
体
に
交
付
す
べ
き
固
定
資
産
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
算
定
方
法
）

第
三
条

法
附
則
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
各
道
府
県
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
固
定
資
産
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金

の
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
各
道
府
県
に
お
け
る
当
該
年
度
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
特
例
に
よ
る
減
収
額
に
相
当
す
る

額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
と
す
る
。

２

法
附
則
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
各
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
固
定
資
産
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
額
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は
、
同
項
に
規
定
す
る
各
市
町
村
に
お
け
る
当
該
年
度
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
特
例
に
よ
る
減
収
額
に
相
当
す
る
額
と

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
と
す
る
。

３

法
附
則
第
六
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
税
減
収
補
塡
特
別
交
付

金
総
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
固
定
資
産
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
総
額
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
年
度
に
お
い
て
各

地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
固
定
資
産
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
額
の

合
算
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
各
地
方
公
共
団
体
に
交
付
す
べ
き
固
定
資
産
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
額
に
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

一

道
府
県

次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額

算
式

（Ａ
－
Ｂ

）×
Ｃ
／
Ｂ

算
式
の
符
号

Ａ
固
定
資
産
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
総
額

Ｂ
各
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
の
合
算
額
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Ｃ
当
該
道
府
県
に
つ
い
て
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

二

市
町
村

次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額

算
式

（Ａ
－
Ｂ

）×
Ｃ
／
Ｂ

算
式
の
符
号

Ａ
前
号
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ

。

Ｂ
前
号
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ

。

Ｃ
当
該
市
町
村
に
つ
い
て
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

４

法
附
則
第
六
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
固
定
資
産
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
総
額
が
、
当
該
年
度
に

お
い
て
各
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
固
定
資
産
税
減
収
補
塡
特
別
交
付

金
の
額
の
合
算
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
各
地
方
公
共
団
体
に
交
付
す
べ
き
固
定
資
産
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
額
か

ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

一

道
府
県

次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
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算
式

（Ｂ
－
Ａ

）×
Ｃ
／
Ｂ

算
式
の
符
号

Ａ
前
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ

。

Ｂ
各
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
の
合
算
額

Ｃ
前
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
に
同
じ

。

二

市
町
村

次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額

算
式

（Ｂ
－
Ａ

）×
Ｃ
／
Ｂ

算
式
の
符
号

Ａ
前
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ

。

Ｂ
前
号
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ

。

Ｃ
前
項
第
２
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
に
同
じ

。
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５

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
を
行
っ
て
も
な
お
当
該
年
度
の
固
定
資
産
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
総
額
と
各
地

方
公
共
団
体
に
つ
い
て
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
固
定
資
産
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
額
の
合
算
額
と
の
間
に
差

額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
差
額
を
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
最
も
大
き
い
地
方
公
共
団
体
に
交
付
す
べ
き
固
定

資
産
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
か
ら
減
額
す
る
。

（
各
市
町
村
に
交
付
す
べ
き
都
市
計
画
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
算
定
方
法
）

第
四
条

法
附
則
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
各
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
都
市
計
画
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金

の
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
各
市
町
村
に
お
け
る
当
該
年
度
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
特
例
に
よ
る
減
収
額
に
相
当
す
る

額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
と
す
る
。

２

法
附
則
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
税
減
収
補
塡
特
別
交
付

金
総
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都
市
計
画
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
総
額
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
年
度
に
お
い
て
各

地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
都
市
計
画
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
額
の
合
算
額
を
超

え
る
場
合
に
は
、
各
市
町
村
に
交
付
す
べ
き
都
市
計
画
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
額
に
、
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た

額
を
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。
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算
式

（Ａ
－
Ｂ

）×
Ｃ
／
Ｂ

算
式
の
符
号

Ａ
都
市
計
画
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
総
額

Ｂ
各
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
の
合
算
額

Ｃ
当
該
市
町
村
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

３

法
附
則
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
都
市
計
画
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
総
額
が
、
当
該
年
度
に

お
い
て
各
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
都
市
計
画
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
額
の
合

算
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
各
市
町
村
に
交
付
す
べ
き
都
市
計
画
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
額
か
ら
、
次
の
算
式
に
よ

っ
て
算
定
し
た
額
を
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

算
式

（Ｂ
－
Ａ

）×
Ｃ
／
Ｂ

算
式
の
符
号
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Ａ
前
項
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ

。

Ｂ
各
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
の
合
算
額

Ｃ
当
該
市
町
村
に
つ
い
て
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
を
行
っ
て
も
な
お
当
該
年
度
の
都
市
計
画
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
総
額
と
各
地

方
公
共
団
体
に
つ
い
て
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
都
市
計
画
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
額
の
合
算
額
と
の
間
に
差

額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
差
額
を
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
最
も
大
き
い
地
方
公
共
団
体
に
交
付
す
べ
き
都
市

計
画
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
の
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
か
ら
減
額
す
る
。

（
道
府
県
及
び
市
町
村
に
関
す
る
規
定
の
都
へ
の
準
用
）

第
五
条

こ
の
省
令
中
道
府
県
に
関
す
る
規
定
は
都
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
道
府
県
知
事
」
又
は
「
道
府
県

」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
都
知
事
」
又
は
「
都
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
省
令
中
市
町
村
に
関
す
る
規
定
は
法
第
七
百
三
十
四
条
第
一
項
後
段
及
び
第
七
百
三
十
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
市
と
み
な
さ
れ
る
都
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
市
町
村
長
」
、
「
市
町
村
」
又
は
「
都
道
府
県
知
事
」

と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
都
知
事
」
、
「
都
」
又
は
「
総
務
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
三
年
度
分
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
地
方
税
減
収
補
塡
特
別
交

付
金
か
ら
適
用
す
る
。


